
議案第７８号 

岩倉市地域公共交通会議条例の一部改正等について 

岩倉市地域公共交通会議条例の一部を改正する等の条例を別紙のように

定めるものとする。 
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岩倉市地域公共交通会議条例の一部を改正する等の条例 

（岩倉市地域公共交通会議条例の一部改正） 

第１条 岩倉市地域公共交通会議条例（平成２６年岩倉市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第４項及

び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第９条の２の規

定に基づく」を「道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）

第４条第２項に規定する一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運

送に関する協議を行うための」に改める。 

第３条第１号中「態様及び運賃、料金等」を「態様等」に改め、同条

第２号中「市が運営する有償運送」を「自家用有償旅客運送の登録等の

申請がある場合等における運送」に、「及び」を「及び自家用有償旅客運

送者が」に改める。 

第４条第１項中「１５人」を「１６人」に改め、同条第２項中「もの」

を「者」に改め、同項第２号を次のように改める。 

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表者 

第４条第２項中第１１号を第１２号とし、第１０号を削り、第９号を

第１０号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(11) 市長又はその指名する市職員 

第４条第２項中第８号を第９号とし、第７号を削り、第６号を第７号

とし、同号の次に次の１号を加える。 

(8) 愛知県道路管理者又はその指名する者 

第４条第２項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 市内で現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法

人等の代表者 

（岩倉市福祉有償運送運営協議会条例の廃止） 

第２条 岩倉市福祉有償運送運営協議会条例（平成２６年岩倉市条例第 

１０号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


